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茅ヶ崎市保健所・保健センター新築設計業務委託 

設計者評価要領 

 

 

１ 趣旨  

  本要領は、茅ヶ崎市保健所・保健センター新築設計業務委託プロポーザル実施要領に

定めることのほか設計者を選定及び特定する事務に必要な事項について定めるものとす

る。 
 

２ 評価方法 

  プロポーザル応募要領 ４.参加表明書及び技術提案書の提出、５.プレゼンテーション

及びヒアリング、６.評価基準に基づき次のように評価を行う。 

（１）設計者の特定は、本要領に基づいて一次評価及び二次評価を行い、茅ヶ崎市保健所・

保健センター新築設計業務委託プロポーザル選考会議において、選考会議各委員の

協議により委託候補者１者及び次席者１者を特定する。 

（２）客観評価（資格、技術力）は、本要領に基づき、事務局で評価を行い、選考会議に

提出する。 

（３）主観評価（業務実施方針・手法）は、評価項目毎に各委員が評価を行い、選考会議

の評価は、各委員の評価点の合計とする。 

 

３ 評価要領 

（１）参加資格 

茅ヶ崎市が実施するプロポーザル方式による設計者の特定に参加することができる

者は、次の各号のいずれにも該当する単体企業とします。 

  １）令和５・６年度茅ヶ崎市競争入札参加資格者名簿に営業種目「建築設計」の登録

業種で登録が認定されている者であること。 

２）神奈川県内に本社又は本店を有する者若しくは茅ヶ崎市内に受任地を有する者。 

３）参加表明書及び技術提案書を提出するものは、当該事務所において、平成２０年

４月１日以降に、次に該当する業務実績があること。 

 
４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いものであること。 

５）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により、一級建築士事務

所の登録を行っている者であること。 

６）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１０条第１項の規定に該当しない者で

あること。 

７）指名停止若しくは指名保留を受けていない者であること。 

８）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れていない者（再生手続開始の決定を受けた者を除く）であること。 

９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れていない者（更生手続開始の決定を受けた者を除く）であること。 

１０）茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成２３年茅ヶ崎市条例第５号)第２条第４号に規定す

る暴力団員等若しくは同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第

７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 

（２）業務実施上の条件 

   次の条件をすべて満たすこと。 

公共施設で延べ面積２,０００㎡以上の建物 
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１）分担業務分野の再委託の制限 

主たる分担業務分野（建築（意匠）分野）を再委託しないこと。 

２）配置予定技術者の条件 

ア 管理技術者は、一級建築士であること。 

イ 管理技術者及び建築（意匠）主任技術者は、参加表明者の組織に所属している 

こと。 

ウ 管理技術者及び記入を求める各主任技術者は、それぞれ１名であること。 

エ 管理技術者が記入を求める各主任技術者を兼任していないこと。また、記入を 

求める建築（意匠）主任技術者が、記入を求める他の分担業務分野の主任技術者 

を兼任していないこと。 

 

注：※1 「管理技術者」とは「茅ヶ崎市建築設計業務委託契約約款」第１６条の定義に

よる。

 

※2 「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を

総括する役割を担う者をいう。 

※3  分担業務分野の分類は、下記による。 

なお、提出者において新たな分担業務分野を追加する場合は、参加表明書及び

技術提案書の提出において（様式７）に従い、新たに追加する分担業務分野の具

体的な業務内容及び分野を追加する理由等明確にすること。 

ただし、この場合において当該分野の技術者の評価は行わない。 

また、次の分担業務分野を分割して新たな分野として設定はできない。 

分担業務分野 業務内容 

建築（意匠） 
平成３１年国土交通省告示第９８号別添一第１項第一号及び第二号

において示される「設計の種類」における「総合」 

建築（構造） 同上「構造」 

電気設備 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 

機械設備 
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇

降機等」に係るもの 

 

   オ 建築（構造）分野、電気設備分野、機械設備分野において、提出者又は再委託 

先の協力事務所（以下「協力事務所」という。）が、他の提出者の協力事務所と 

なっていないこと。 

茅ヶ崎市建築設計業務委託契約約款 抜粋 

（管理技術者） 

第１６条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏

名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更し

たときも、同様とする。 

２ 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、

契約金額の変更、契約金額の請求及び受領、次条第１項の請求の受理、同

条第２項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契

約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術

者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該

権限の内容を発注者に通知しなければならない。 
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（３）参加に対する制限 

参加表明者の重複参加は認めない。 
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４ 一次評価（参加表明書及び技術提案書の評価） 

提出された参加表明書及び技術提案書をもとに次の項目を評価する。 

 

評価項日 
評価の着目点 評価点 

 判断基準  小計 

客 

 

観 

 

評 

 

価 

（１）    

事務所の 

評価 

技術職員数（ア）（Ⅰ） 技術職員数を評価する 6.0 

27.0 有資格者数（ア）（Ⅱ） 有資格者数を評価する 6.0 

同種･類似業務の実績

（イ） 
実績の規模､件数について評価する 15.0 

（２）    

配置技術者 

の資格 

専門分野の技術者資格

（ア） 

各担当分野につ

いて､資格の内容

を資格評価表に

より評価する 

主任 

技術者 

建築（意匠） 3.0 

15.0 
(＋12.0) 

建築（構造） 4.0 

電気設備 4.0 

機械設備 4.0 

（３）    

配置技術者

の技術力 

同種又は類似業務の実

績(実績の有無及び件

数､携わった立場) 

（ア） 

次の順で評価す

る①同種業務の

実績がある②類

似業務の実績が

ある（上記①、②

に加え携わった

立場も評価する） 

管理技術者 12.0 

42.0 
主任 

技術者 

建築（意匠） 9.0 

建築（構造） 9.0 

電気設備 6.0 

機械設備 6.0 

経験年数 

（イ） 

実務経験年数を

評価する 

管理技術者 6.0 

16.0 
主任 

技術者 

建築（意匠） 3.0 

建築（構造） 3.0 

電気設備 2.0 

機械設備 2.0 

主 

 

観 

 

評 

 

価 

）  
 

書 

 

類 

 

（  

（４） 

業務実施方

針及び手法

(評価にあた

っては技術

提案書の内

容より総合

的に判断を

行う) 

業務の実施方針 

（ア） 

①業務への取組体制  5.0 

440 
 

評価点 

（55.0） 
× 

委員数 

（8） 

②基本理念針を実現する方法  15.0 

③設計上の配慮事項  10.0 

業務の理解度 

（イ） 

業務内容､業務背景､手続の理解が高い場合に優

位に評価する 
5.0 

特定テーマに対する 

技術提案 

（イ） 

特定テーマについて､その的確性(与条件との整

合性が取れているか等)、創造性(工学的知見に基

づく創造的な提案がされているか等)、実現性(提

案内容が理論的に裏付けられており､説得力のあ

る提案となっているか等)を考慮して総合的に評

価する 

20.0 
(4 ﾃｰﾏ

合計) 

合計 
540 

(552) 
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客観評価 
（１）事務所の評価【27.0 点】 

 （ア）事務所の評価【12.0 点】 

  （Ⅰ）技術職員数【6.0 点】          （Ⅱ）有資格者数【6.0 点】 

技術職員数の評価は下記による。  有資格者数の評価は下記による。 

技術職員数(人) 評価点  有資格者数(人) 評価点 

50～ ６．０  50～ ６．０ 

20～49 ３．０  20～49 ３．０ 

～19 １．０  ～19 １．０ 

    

 （イ）事務所の実績【15.0 点】 

同種又は類似業務の実績（実績の有無及び件数） 

   平成２０年４月１日以降の同種又は類似の業務実績について、１件当り配点３点と

して、実績ごとに評価のウェイトを乗じたものの合計とする。 

実績 評価のウェイト 

①同種業務 １．０ 

②類似業務 ０．５ 

③実績なし ０．０ 

 

 

（２）配置技術者の資格【15.0 点】＋【加点分 12.0 点】 

 （ア）各分野の主任技術者【15.0 点】＋【加点分 12.0 点】 

  下表により評価する。 

分担業務分野 評価する技術者資格 評価点 

建築（意匠） 

一級建築士 ３．０ 

二級建築士 １．５ 

木造建築士 １．０ 

建築（構造） 

構造設計一級建築士 ４．０ 

一級建築士 ２．０ 

二級建築士 １．０ 

木造建築士 ０．５ 

電気 

設備設計一級建築士 ４．０ 

一級建築士、建築設備士、技術士 ２．０ 

一級電気工事施工管理技士 １．０ 

二級電気工事施工管理技士 ０．５ 

機械 

設備設計一級建築士 ４．０ 

一級建築士、建築設備士、技術士 ２．０ 

一級管工事施工管理技士 １．０ 

二級管工事施工管理技士 ０．５ 

 

   ※１ 各技術者において「CASBEE建築評価員」を所持している場合は、各評価点に



 6 

「1.5」を加算するものとする。 

   ※２ 各技術者において「技術士（都市及び地方計画）」を所持している場合は、各 

価点に「1.5」を加算するものとする。 

※３ 令和５年４月１日現在、各技術者において「手持業務件数」が無い場合は「０」、

１件の場合は「－０．５」、２件以上の場合は「－１」を加算するものとする。 

 

（３）配置技術者（管理技術者、各主任技術者）の技術力【58.0 点】 

 

 （ア）同種又は類似業務の実績の有無【42.0 点】 

   【配点：管理４点/件、意匠・構造３点/件、電気・機械２点/件】 

過去の実績３件を下記により評価する。同種又は類似業務の実績が無い場合は０点

とする。 

①同種業務＝１．０、類似業務＝０．３とする。 

②携わった立楊＝下表による。 

過去の実績での立揚 管理技術者の実績評価の場合 主任技術者の実績評価の場合 

管理技術者又はこれ

に準ずる立場 
１．０    １．０（※） 

主任技術者又はこれ

に準ずる立場 
０．４ １．０ 

担当技術者の立場 ０．２ ０．４ 

※ 当該実績の主たる分担業務分野が、本業務での分担業務分野と同じ場合に限る。 

各実績ごとに①×②を算出し、これを評価点に乗じたものを合計とする。（なお、

評価点は３件の合計点となっている。） 

 

（イ）経験年数【16.0 点】 

   【配点：管理６点/人、意匠・構造３点/人、電気・機械２点/人】 

経験年数の評価は下記による。 

管理技術者の場合                           それ以外の場合 

経験年数 (年) 評価のウェイト 
 

経験年数 (年) 評価のウェイト 

23～ １．０ 
 

13～ １．０ 

18～22 ０．９ 
 

8～12 ０．８ 

13～17 ０．７ 
 

5～7 ０．６ 

～12 ０．６ 
 

～4 ０．５ 

※評価点に評価のウェイトを乗じたものを点数とする。 
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主観評価（書類） 

（４）業務方針及び手法【55.0 点】 

 

（ア）業務の実施方針【30.0 点】 

    業務実施方針の的確性・創造性・実現性を評価する。 

    提出された内容をふまえ、委員の主観評価により総合的に判断を行う。 

 

 

（イ）業務の理解度・特定テーマに対する技術提案【25.0 点】 

    提出された技術提案書をふまえ、委員の主観評価により総合的に判断を行う。 

評価の 

着目点 
評価事項 

各委員の評価点 

配点 極めて 

高い 
高い 普通 

やや 

低い 
低い 

理解度 
業務内容・業務背景・

手続の理解度 
５ ４ ３ ２ １ ５点 

的確性 

創造性 

実現性 

 

 

４ﾃｰﾏ 

× 

５.０点 

特定テーマに対する

技術提案について、的

確性（与条件との整合

性が取れているか

等）、創造性(工学的知

見に基づく独創的な

提案がされているか

等)、実現性(提案内容

が理論的に裏付けら

れており、説得力のあ

る提案となっている

か等)を考慮して総合

的 に 判 断 す る 。 

５ ４ ３ ２ １ ５点 

 

評価の 

着目点 
評価事項 

各委員の評価点 

配点 極めて 

高い 
高い 普通 

やや 

低い 
低い 

的確性 

創造性 

実現性 

 

① 業務への取組体制 ５ ４ ３ ２ １ ５点 

② 基本理念を実現する方法 １５ １２ ８ ４ ２ １５点 

③ 設計上の配慮事項 １０ ８ ６ ４ ２ １０点 
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５ 二次評価（技術提案書の評価） 

提出された技術提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングの内容をふまえ、

委員の主観的評価により総合的に判断を行う。 

 

評価項日 

評価の着目点 評価点 

 判断基準  小計 
合計 

(×８名) 

主 

観 

評 

価 

）  
プ

レ

ゼ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

及

び 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

 

（  

（１） 

業務実施

方針及び

手法(評

価にあた

っては技

術提案書

の内容及

びプレゼ

ンテーシ

ョン及び

ヒアリン

グの結果

により総

合的に判

断を行

う) 

業務の実施方針（ア） 

①業務への取組体制  5.0 

110 880 

②基本理念を実現する方法  15.0 

③設計上の配慮事項  10.0 

業務の理解度 

（イ） 

業務内容､業務背景､手続の理解が高い場合に

優位に評価する 
20.0 

特定テーマに対する 

技術提案 

（イ） 

特定テーマについて､その的確性(与条件との整

合性が取れているか等)、創造性(工学的知見に

基づく創造的な提案がされているか等)、実現性

(提案内容が理論的に裏付けられており､説得力

のある提案となっているか等)を考慮して総合

的に評価する 

40.0 
(4 ﾃｰﾏ

合計) 

総合評価 

（ウ） 

プレゼンテーション及びヒアリングの内容を

ふまえ総合的に評価する 
20.0 

合計 880 
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主観評価（プレゼンテーション及びヒアリング） 

 
（１）委員による主観評価【110 点】 

 （ア）業務の実施方針【30.0 点】 

業務実施方針の的確性・創造性・実現性を評価する。 

提出された内容をふまえ、委員の主観評価により総合的に判断を行う。 

 

（イ）業務の理解度・特定テーマに対する技術提案【60.0 点】 

提出された技術提案書、プレゼンテーション及びヒアリングの内容をふまえ、委

員の主観的評価により総合的に判断を行う。 

 

評価の 

着目点 
評価事項 

各委員の評価点 

配点 極めて 

高い 
高い 普通 

やや 

低い 
低い 

理解度 
業務内容・業務背

景・手続の理解度 
２０ １５ １０ ５ ３ ２０点 

的確性 

創造性 

実現性 

 

 

４ﾃｰﾏ 

× 

１０.０点 

特定テーマに対す

る技術提案につい

て、的確性（与条

件との整合性が取

れているか等）、創

造性 (工学的知見

に基づく独創的な

提案がされている

か等)、実現性(提案

内容が理論的に裏

付けられており、

説得力のある提案

となっているか

等 )を考慮して総

合的に判断する。 

１０ ８ ６ ４ ２ １０点 

評価の 

着目点 
評価事項 

各委員の評価点 

配点 極めて 

高い 
高い 普通 

やや 

低い 
低い 

的確性 

創造性 

実現性 

 

④ 業務への取組体制 ５ ４ ３ ２ １ ５点 

⑤ 基本理念を実現する方法 １５ １２ ８ ４ ２ １５点 

⑥ 設計上の配慮事項 １０ ８ ６ ４ ２ １０点 
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（ウ）総合評価【20.0 点】 

プレゼンテーション及びヒアリングの内容をふまえ、取組意欲、業務の理解度等

を加味した総合的な判断を行う。 

 

評価事項 

各委員の評価点 

配点 極めて 

高い 
高い 普通 

やや 

低い 
低い 

プレゼンテーション及びヒアリングの

内容をふまえ総合的に評価する 
２０ １５ １０ ５ ３ ２０点 

 

なお、プレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合は受注意思がないものと

みなし、原則として特定しないこととする。 

ただし、やむを得ない理由で出席できないと判断される場合、出席できない旨及びそ

の理由の書面での提出を認めることとし、その理由が妥当であると判断される場合は欠

格とはしない。 

 


